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問 消防本部予防課保安係☎3６1-1616

問 政策課市政情報係☎355-5728

　塩竈市公式ホームページを、より多くの方に興味･関心を持っていただき、より親しみやすく
するため、３月29日にリニューアル公開しました。市民の方などが主催するイベントを掲載する
ページなどを新設しましたので、活用ください。また、すべてのページがスマートフォン表示に
対応し、端末に合わせて見やすくなりました。新しいホームページの特徴は、次のとおりです。

　利用者の目的
に合わせて、必
要な情報を分類
し、知りたい情
報にたどり着き
やすくなりまし
た。

  違反対象物の公表制度とは
　消防法令違反の建物を塩釜地区消防事務組合のホームページで公表する制度です。これは、建物利用者の火
災被害の軽減と建物関係者へ消防用設備の適正な設置促進を目的としており、平成30年４月１日から開始され
ます。
  公表の対象となる建物
　旅館や大規模な飲食店、百貨店などの不特定多数の方が利用する建物や、
病院・福祉施設などの自力で避難することが難しい方が利用する建物です。
  公表の対象となる違反
　対象となる建物のうち、義務付けられた消防用設備など(屋内
消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備)が設
置されていない建物が対象です。

市 ホ ー ム ペ ー ジ を リ ニ ュ ー ア ル しました

消防署からのお知らせ ～違反対象物の公表制度が始まります～

トップページのデザインを刷新
3枚ほどの写真をスライドで表示します。

知りたい情報を分かりやすく

・市民の方などからイベント 
　情報を発信する｢今が旬!お
　すすめイベント情報｣
　しおカフェページ内「申込方法
　を見る」から申し込みできます。

・Facebookや動画との連携
・イベントなどの写真を掲載
　する｢しおがま写真館｣

魅力発信コンテンツ｢しおカフェ｣

特 徴
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特 徴

3活用ください！
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